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１ 令和５年第３回定例会提出予定議案の説明 

（１） 議案第 107 号 

東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の変更

について 
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港    湾    局 

（令和５年６月 7 日） 



東扇島コンテナ関連施設整備工事請負契約の変更について

工 事 名：東扇島コンテナ関連施設整備工事

履行場所：川崎市川崎区東扇島９３番地内

受 注 者：重田造園・重田・大恵共同企業体

工 期：令和３年１２月２０日～令和５年９月２９日

１．工事概要
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４．今後のスケジュール

２．契約の経過

３．変更契約の概要

（１）第１回変更契約【報告第１３号】

（２）第２回変更契約
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項目 日付
上段：増減額【税込】

下段：契約額【税込】
変更理由

当初契約 令和3年12月20日
８９４，７７３，０００円

第１回

変更契約
令和5年3月3日

＋４９，５４６，２００円

９４４，３１９，２００円

 施工計画の検討、調整の結果、土工等の数量が増加し

たため、契約金額の変更を行うもの

第２回

変更契約
+５０，８６０，７００円

９９５，１７９，９００円

 コンテナ車両の動線等について、コンテナターミナル

利用者と協議した結果、舗装構成等を見直す必要が生じ

たことから、数量等の変更を行うもの

・当初、工事区域内の利用者の協力を得て、移転しながら工事を進めること

を想定していた。

・しかし、本工事契約後、利用者・請負業者と施工計画について検討・調整

した結果、利用場所の移転が想定以上に困難であったため、段階的に工事を

進める必要が生じたことから、土工等が増工となった。

・バンプールおよびコンテナターミナルを往来するコンテナ車両の動線等につ

いて、コンテナターミナル利用者と協議を深めた結果、施設内の舗装構成を

一部、変更する必要が生じたため、舗装工等が増工となる。
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